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仕 様 書

( 地質調査電子納品用 )

委託業務名： Ｒ６営繕 西部家畜保健衛生所 東・中庄 地質解析調査業務

徳島県県土整備部営繕課



仕様書（地質調査電子納品用）

Ａ 業 務 概 要

（１）委託業務名称 Ｒ６営繕 西部家畜保健衛生所 東・中庄 地質解析調査業務

（２）調査場所 三好郡東みよし町中庄

（３）調査概要 調査業務仕様書による。

（４）調査期間 契約書による。

Ｂ 調査業務仕様書

Ⅰ 一般共通事項

１ 一般事項

(1) 適用範囲

図面及び地質調査業務仕様書に記載されていない事項は、すべて徳島県地質及び土質調査業務共

通仕様書（平成２１年４月制定）による。

ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定され

た最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

(2) 設計図書の優先順序

① 補足説明書及び閲覧図書に係る質問回答書

② 仕様書

③ 図面

④ 徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書（平成２１年４月制定）

(3) 発生材の処理

調査により発生材が出た場合は、すべて場外処分とし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その

他関係法令に従い、適切に処理し、監督員に報告すること。

２ 再委託

(1) 契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、

は、これを再委託することはできない。

一 設計業務等における総合的な企画及び判断、業務遂行管理

二 解析業務における手法の決定及び技術的判断

(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（構造計算、設備計算及び積算を除く）、

トレース、資料整理、模型作成、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者

の承諾を得なくともよいものとする。

(3) 受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なけ

ればならない。

(4) 受注者は、設計業務等を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うことと

する。

なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合については、

指名停止期間中であってはならない。

(5) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複

数の段階の再委託の相手先の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務

の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督員に提出しなければならない。

(6) 受注者は、協力者に対して、設計業務等の実施について適切な指導及び管理を行わなければなら

ない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。

３ 管理技術者

(1) 受注者は，業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め，別添の管理技術者通知書を契約締結後

土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に監督員に提出しなければならない。また，この管理技

術者通知書の内容が変更になった場合は，変更日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に

監督員に管理技術者変更通知書を提出し確認を受けなければならない。

(2) 管理技術者は，業務の管理及び統轄を行うほか，一切の権限（業務委託料の変更，履行期間の変



更，業務委託料の請求及び受領，契約解除に係る権限を除く。）を有する者であり，次のいずれか

の資格を有する者でなければならない。

① 技術士

② 認定技術管理者（地質調査業者登録規定第３条第１項イ及びロに該当すると認定された者）

③ 地質調査技士

④ 上記の資格と同等の能力を有すると発注者が認めた者

(3) 受注者は，管理技術者の資格要件について，資格者証の写しを監督員に提出しなければならない。

(4) 受注者は，管理技術者と受注者との直接的，恒常的な雇用関係が確認できるもの（健康保険証等

の写し）を監督員に提出しなければならない。

４ 調査現場管理

(1) 調査現場管理の安全衛生管理については、労働安全衛生法等関係法令等に従って適切に行うこと。

(2) 道路及び周辺の土地、家屋工作物等を損傷しないよう必要な予防処置を行うこと。

損傷を与えた場合は、請負業者の負担で、その都度補修又は補償すること。

５ 実施工程表・作業計画書等

(1) 調査実施に先立ち、実施工程表・作業計画書等を作成し、監督員の承諾を受けること。

６ 調査実施

(1) 監督員は常駐できないので、疑問な点、その他打合せ決定を要する事項は、監督員の出向いた時、

又は営繕課に問い合わせ、調査に支障のないようにすること。

(2) 調査に当たっては、設計図書、仕様書に従って忠実に実施し、立会・検査を必要とする工程段階

の完了時には、監督員の立会・検査を受けること。

７ 災害及び公害の防止

(1) 調査に伴う災害及び公害の防止は、関係法例等に従い適切に処置すること。

なお、災害又は公害の恐れがある場合の処置については、監督員と協議すること。

８ 成果品その他

(1) 本業務は電子納品対象業務とする。

電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するこ

と」をいう。

(2) 成果品は、紙媒体（黒金製本不要、Ａ４チューブファイル綴じ）１部と「徳島県電子納品運用ガ

イドライン【土木設計等業務編】（平成２１年１０月制定）」（以下、「業務ガイドライン」とい

う。）に基づいて作成した電子成果物を電子媒体で２部（正副各１部）の計３部納品すること。

「業務ガイドライン」の解釈に疑義がある場合は監督員と協議の上、電子化の是非を決定すること。

また、ＣＡＤデータで電子納品される図面については、原図の納品は不要とする。

(3) 成果品の提出の際には、目視及び電子納品チェックシステム等によるチェックを行い、エラーが

ないことを確認した後、ウイルスチェックを実施した上で提出すること。

なお、土質標本試料は、容器に密封し、調査孔ごとにふた付箱に入れて１組し、調査記録写真は、

調査孔ごとに撮影すること。

９ 国土地盤情報データベースへの登録

(1) 受注者は、地盤情報（機械ボーリングで得られたボーリング柱状図、土質試験結果一覧表の成

果）について「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報デー

タベース」に登録しなければならない。

(2) 受注者は、地盤情報の公開・利用の可否について、徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設

計等業務編】に基づき、事前協議における発注者の指示に従って、成果品データに「公開可否コ

ード」を記入した上で、検定の申込を行うこととする。

なお、検定に要する費用は、直接経費に「国土地盤情報データベース検定費」として計上し、

諸経費率算定の対象額としない。

(3) 受注者は、電子納品の際に、一般財団法人国土地盤情報センターから受領した検定証明書（PDF



ファイル）を徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】に規定されている格納フォ

ルダBORING/OTHRSに格納することをもって、提出する成果が検定済であることを報告することと

する。

Ⅱ 土質調査（○印の事項及び内容を記入している事項を適用する）

１ 基準点

・監督員の指示する敷地内又は周辺部にある移動の恐れのない固定物

２ ボ－リング

(1) 掘削工法及び記号

・ロ－タリ－ボ－リング（ＲＢ）

・オ－ガ－ボ－リング （ＯＢ）

・コアボ－リング （ＣＢ）

・試錐 （ＴＢ）

(2) 掘削孔の処理

・監督員の指示により、埋めもどす

(3) 掘削位置

・図示

・監督員の指示による

(4) 掘削本数、深さ、工法、孔径及び形状は、次による。

掘削位置番号 ＮＯ．１ ＮＯ．２ ＮＯ．３

掘削工法 ＲＢ ＲＢ ＲＢ

掘削深さ（ｍ） １０ｍ １０ｍ １０ｍ

試掘の形状寸法 ６６φ ６６φ ６６φ

簡易な粒度試験 － － －

の箇所数

３ サウンディング

(1) 試験位置及び方法は、次による。

掘削位置番号 ＮＯ．１ 、ＮＯ．２、ＮＯ．３

標準貫入試験 有り

試験の深さ ボ － リ ン グ 掘 削 深 さ に 同 じ

試験の間隔 地 表 面 よ り １ ｍ の 深 さ よ り １ ｍ 間 隔



４ サンプリング及び土質試験

(1) 試験位置及び方法は、別表による。

５ 軟弱地盤解析

(1) 現況地盤の液状化に係る検討を簡便法により行う。

６ 報告書その他

(1) ボ－リング柱状図及びその他監督員の指示するもの。

(2) 本業務及び別途発注している「Ｒ６営繕 西部家畜保健衛生所 東・中庄 庁舎改築基本・実施

設計業務」（以下、「設計業務」という。）が円滑に進むように、監督員及び設計業務の受注者と

打ち合わせを緊密に行うとともに、各データの速報値を随時報告すること。



標尺

(GL-m)

（別表）
ボーリング番号 No.1、2、３
深　さ　　（ｍ）

想定土質柱状図
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事 務 所
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配 　 置 　 図  　 S= 1 / 2 0 0

Ｒ６営繕　西部家畜保健衛生所　東・中庄　地質解析調査業務

＜業務内容＞

・地質調査業務　１式

・地質解析業務　１式

所在地　三好郡東みよし町中庄856-1

1910701
楕円

1910701
楕円

1910701
楕円

1910701
テキスト ボックス
NO.1（L=10m,Φ66）

1910701
テキスト ボックス
NO.2（L=10m,Φ66）

1910701
テキスト ボックス
NO.3（L=10m,Φ66）


